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ゴルフクラブの認定基準及び基準確認方法 
 
 
 

1.基準の目的 

この基準は、ゴルフクラブの安全性品質及び消費者が誤った使用をしないための必要事項を定め、一般消費者の身体

に対する危害防止及び生命の安全を図ることを目的とする。 

 

2.適用範囲 

この基準は、ゴルフ競技に使用することを目的に設計・製造されたゴルフクラブについて適用する。 

備考:この基準の中で{    }の単位・数値も規格値であるが、平成 11 年 10 月 1 日以降は参考値とする。 

 

3.形式分類 

ゴルフクラブの形式分類は次の組合せのとおりとする。 

(1)使用対象者等  （Ｒ型）:一般用のもの 

（Ｌ型）:主として女性又は子供を対象として、設計・製造されたもの 

（Ｐ型) :パター 

(2)対応するヘッドの形状 （W型）:ウッドタイプのもの 

   （Ｉ型）:アイアンタイプのもの 

(3)対応するヘッドの材質 （Ｍ型）:金属製のもの 

   （Ｏ型） : 木 製、繊維強化プラスチック製等の非金属製のもの 

(4)シャフトの材質  （Ｓ型）:金属製のもの 

（Ｃ型) :繊維強化プラスチック製等の非金属製のもの 

  

注意:  1) 製品に「使用対象者」の表示がないものにあっては R 型として確認するものとする。 

2) 「女性用」及び「子供用」として設計製造し、表示しているものであっても、『4.安全性品質』において R 型

の規定に満足するものは、R 型として確認することができるものとする。 

3)  「パター」にあっては、「使用対象者」、「対応するヘッドの形状」、「対応するヘッドの材質」及び「シャフトの

材質」を問わないものとし、『4.安全性品質』においては、「3. S 型シャフトの建度」及び「4. C 型シャフト

の強度」は確認しないものとする。 

  

 

  

 

 

 

 



４.安全性品質 
 ゴルフクラブの安全性品質は次の通りとする。 

項 目  認定基準  基準確認方法  

1.外観及び構

造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ヘッド取付部

のねじり試験 

  

  

  

  

 

  

  

   

 

1.ゴルフクラブの外観及び構造は

次のとおりとする。 

 

(1) 仕上げは良好で、使用時に

身体に傷害を与えるようなば

り、突起部、鋭い角部等がな

いこと。 

 

(2) ゴルフクラブ各部にはひび、割

れ、腐食及びその他の強度

を害する欠点がないこと。 

 

(3) シャフトには刻印がないこと 

 

(4) ヘッドは通常の使用による衝

撃によって破損しないこと。 

 

2.ゴルフクラブのヘッド部を固定し、

ねじり試験を行ったときに破壊し

ないこと。 

  

 

 

 



 

項 目  認定基準  基準確認方法  

３.ヘッド取付

部の片持ち曲

げ試験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.シャフトの強

度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ゴルフクラブのヘッド部を固定し片

持ち曲げ試験を行ったときに破壊

しないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.シャフトの強度は次のとおりとす

る。 

(1) シャフト全⾧にわたってのねじり

試験を行ったときに破壊しない

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



項 目  認定基準  基準確認方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) S 型シャフトにあっては、へん

平試験を行ったときに破壊しな

いこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

項 目  認定基準  基準確認方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3）C 型シャフトにあっては、３点

曲げ試験を行ったときに破壊し

ないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 .表示及び取扱説明書 
ゴルフクラブの表示及び取扱説明書は、次のとおりとする。 

項 目  認定基準  基準確認方法  

1.表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.取扱説明書 

  

  

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.製品には、容易に消えない方

法で次の事項を表示すること。 

 

(1) 申請者(製造事業者、輸

入業者等)の名称又はその

略号 

(2) 製造年月若しくは輸入年

月又はその略号 

(3) 使用対象者又はその略号 

ただし、一般用及びパターに

あっては省略しても良い。 

 

２.製品には、取扱説明書を必ず

読み、読んだあと保管する旨

及び次に示す趣旨の取扱い

上の注意事項を明示した取

扱説明書を添付すること。 

ただし、(1) ~ (6)が製品に

容易に消えない方法により表

示してあるものは、その項目を

省略してもよい。 

また、(1) ~ (6)が全て表示

してあるものについては本項を

省略してもよい。 

なお、一般消費者が容易に理

解できるよう図で明示するのが

望ましい。 

 

(1) クラブを使用するときは、周

囲の状況を確認すること。 

(2) ポール以外のものを打撃し

ないこと。 

(3) クラブを傷付けないように努

めること。 

 

 

 



 

項 目  認定基準  基準確認方法  

 (4) 使用する前は、必ずクラブの 

   各部に異状がないことを確

認すること。 

(5) クラブを保存するときは、高

温になる場所や湿度の高い

場所を避けること。 

(6) 製造業者、輸入業者又は

販売業者等の名称及び d

電話番号 

 

 


